
障
害
者
自
立
支
援
法

障
害
者
自
立
支
援
法

障
害
者
の
地
域
生
活
と
就
労
を
進
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
立
を
支
援
す
る

　

こ
れ
ま
で
国
の
障
害
保
健
福
祉
施
策
は
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
と
い
っ
た
障
害
種
別
な
ど
に
よ
っ

て
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昨
年
の
10
月
に
成
立
し
た
障
害
者
自
立
支
援
法
は
、
こ
れ
ら
３
障
害
を
一
元
的
に
し
、
今
後
の
利
用
者
の
増
加
に

対
応
し
、
制
度
を
よ
り
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
４
月
か
ら
は
利
用
者
の
負
担
が
一
律
１
割
負
担

と
な
り
、
10
月
か
ら
は
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
も
と
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
10
月
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど
を
中
心
に
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
給
付
と
訓
練
等
給
付

特　集　障害者自立支援法

１０
月
か
ら
新
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
る

障
害
程
度
区
分
を
導
入

負担上限月額の区分

区　分

生活保護受給世帯の方 　　   ０円生活保護

１５，０００円町民税非課税世帯で、障害者または障害
児の保護者の収入が80万円以下の方低所得１

２４，６００円町民税非課税世帯で、「低所得１」に該当
しない方低所得２

３７，２００円町民税課税世帯の方一　   般

条　　　　　　件 負担上限月額

認
定
調
査
と

　
　
　

障
害
程
度
区
分

施
設
か
ら
地
域
へ
転
換

サ
ー
ビ
ス
の

   

支
給
決
定

施
設
に
入
所
や
通
所

　
　
　

さ
れ
て
い
る
場
合
は

◆障害者自立支援法に関する問い合わせ　　福祉課　　TEL３６６・７１１６

注）　障害程度区分は、障害者に適用され、児童には適用されません。
　　 利用できるサービスの障害程度区分は目安であり、障害程度区分以外に具体的な心身の障害の状況などの条件
　　 に該当しないと利用できないサービスがあります。
※１ 児童相談所長から町長が通知を受けた場合（15 歳以上の児童）
※２ 概ね 15 歳以上が対象
�

負担上限月額とは

◆10月からの新しいサービスの種類と内容◆表１

　

４
月
か
ら
利
用
し
た
サ
ー

ビ
ス
量
に
応
じ
て
一
律
１
割

負
担
と
な
り
ま
し
た
。

　

１
割
負
担
に
よ
り
、
利
用

者
の
負
担
が
重
く
な
ら
な
い

よ
う
利
用
者
が
属
す
る
世
帯

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

月
額
の
上
限
額
を
決
め
ま
す
。
区
分

は
、
「
生
活
保
護
」
「
低
所
得
１
」

「
低
所
得
２
」
「
一
般
」
の
４
区
分
。

こ
の
ほ
か
、
施
設
入
所
支
援
な
ど
に

は
負
担
上
限
月
額
を
軽
減
す
る
個
別

減
免
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

更
生
施
設
や
療
護
施
設
、
通
所

授
産
施
設
な
ど
は
、
10
月
か
ら
始

ま
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
体
系
に
移

行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
移

行
は
５
年
間
の
猶
予
期
間
が
あ
る

た
め
、
現
在
施
設
に
入
所
や
通
所

さ
れ
て
い
る
方
は
、
新
し
い
サ
ー

ビ
ス
に
移
行
す
る
ま
で
は
引
き
続

き
利
用
で
き
ま
す
。

● ● ● ●区分１以上

● ● ● ●区分１以上

● ● ●区分３以上

● ● ● ※１区分４以上

● ● ●区分３以上

● ●区分２以上

● ● ●区分１以上

● ● ●区分５以上

※２● ● ●区分６以上

障害福祉サービスの種類と内容
身障 知的 精神 児童

●－

● ●－

● ● ●－

● ● ●－

● ● ●－就労継続支援 日中
活動

事業所で働くことが困難な人に、
就労機会の提供や就労に必要な知
識と能力の向上を図る訓練

就労移行支援 日中
活動

就労を希望する人に一定期間、就
労に必要な知識や能力の向上を図
る訓練

自立訓練 日中
活動

自立した日常生活や社会生活がで
きるよう、一定期間、身体機能や
生活能力を向上させる必要な訓練

共同生活援助
（グループホーム）

居住
支援

共同生活を営む人に、住居におけ
る相談や日常生活上の援助

重度障害者等
包括支援

訪問
 系

常に介護が必要な人の中で、介護
の必要度が非常に高いと認められ
た人に、居宅介護などの障害福祉
サービスの包括的な支援

療養介護 日中
活動

医療の必要な障害者で常に介護が
必要な人に、医療機関で機能訓練
や療養上の管理、看護、介護

施設入所支援 居住
支援

施設に入所する人への入浴や排せ
つ、食事の介護など（主に夜間に
提供）

共同生活介護
（ケアホーム）

居住
支援

共同生活場所で入浴や排せつ、食
事の介護（主に夜間に提供）

生活介護 日中
活動

常に介護が必要な人に、施設で入
浴や排せつ、食事の介助、創作的
活動などの機会を提供

重度訪問介護 訪問
 系

重度障害で常に介護が必要な人に、
自宅で入浴や排せつ、食事などの
介助、外出時の移動支援

行動援護 訪問
 系

知的障害や精神障害により行動が
困難で、常に介護が必要な人に、
行動時必要な介助や外出時の移動
支援

短期入所 訪問
 系

家で介護を行う人が病気などの場
合の短期間施設への入所

児童デイサービス 訪問
 系

日常生活の基本的な動作訓練指導、
集団生活への適応訓練

居宅介護
　（ホームヘルプ）

訪問
 系

自宅で入浴や排せつ、食事の介助
など生活全般にわたる援助

障害程度区分
（目安）

障　害　種　別
利　　用　　対　　象　　者

障　害　程　度　区　分

低い　　　　　　　　介護の必要度　　　　　　　　高い

　

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
障
害

者
自
立
支
援
法
」
。
４
月
か
ら
９
月

ま
で
は
、
支
援
費
制
度
と
同
じ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
が
、
10
月
か
ら
は
支
援
費
制
度
の

サ
ー
ビ
ス
が
再
編
さ
れ
、
新
し
い
サ

ー
ビ
ス
体
系
の
も
と
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
（
表
１
）
。

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
大
き
く

分
け
て
「
介
護
給
付
」
と
「
訓
練
等

給
付
」
。
「
介
護
給
付
」
は
、
自
宅

で
入
浴
や
排
せ
つ
、
食
事
な
ど
の
介

助
を
受
け
る
居
宅
介
護
や
短
期
入
所

な
ど
で
、
「
訓
練
等
給
付
」
は
、
共

同
で
生
活
を
営
む
共
同
生
活
援
助
（
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
や
自
立
訓
練
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

支
援
費
制
度
に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス

の
中
で
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
児
童
、

移
動
介
護
が
行
動
援
護
や
重
度
訪
問

介
護
の
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
れ
、
身
体

と
知
的
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
移
動
介

護
サ
ー
ビ
ス
が
10
月
か
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
支
援
費
制
度
の
施
設
訓
練

等
サ
ー
ビ
ス
が
、
施
設
内
で
の
生
活

か
ら
地
域
と
交
わ
る
暮
ら
し
へ
と
転

換
す
る
た
め
、
昼
の
サ
ー
ビ
ス
「
日

中
活
動
」
と
夜
の
サ
ー
ビ
ス
「
居
住

支
援
」
に
分
か
れ
ま
し
た
。

　

「
介
護
給
付
」
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
認
定
調
査

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
調
査
は
、
障
害
者
の
心
身
の

状
態
な
ど
を
調
査
す
る
も
の
で
、
調

査
項
目
は
、
１
０
６
項
目
あ
り
ま
す
。

児
童
は
認
定
調
査
と
は
別
に
、
聞
き

と
り
調
査
を
行
い
ま
す
。
認
定
調
査

に
よ
り
、
障
害
者
の
障
害
程
度
区
分

の
一
次
判
定
を
行
い
ま
す
。

　

障
害
程
度
区
分
は
、
障
害
程
度
区

分
判
定
ソ
フ
ト
と
医
師
な
ど
５
人
の

専
門
委
員
で
構
成
さ
れ
る
市
町
村
審

査
会
の
審
査
判
定
を
経
て
、
障
害
程

度
区
分
が
認
定
さ

れ
ま
す
。
児
童
は
、

障
害
程
度
区
分
の

認
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

障
害
程
度
区
分

は
、
「
非
該
当
」

と
「
区
分
１
」
か

ら
「
区
分
６
」
ま

で
で
、
区
分
が
高

い
ほ
ど
障
害
の
程

度
が
重
く
、
介
護

の
必
要
度
が
高
く

な
り
ま
す
。

　

認
定
さ
れ
た
障

害
程
度
区
分
と
障

害
種
別
な
ど
に
よ

っ
て
、
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
決

ま
り
ま
す
。
町
は
、
障
害
程
度
区
分

と
介
護
者
の
状
況
な
ど
の
勘
案
事
項
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
意
向
内
容
を
踏
ま
え
、

支
給
サ
ー
ビ
ス
と
支
給
量
を
決
定
し

ま
す
。

　

障
害
程
度
区
分
の
有
効
期
間
は
、

原
則
３
年
で
す
が
、
障
害
者
の
心
身

の
状
態
が
安
定
し
な
い
場
合
は
、
市

町
村
審
査
会
の
意
見
に
基
づ
い
て
３

か
月
以
上
３
年
未
満
の
範
囲
で
有
効

期
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
決
定
の
有
効
期
間
は
、
障
害

程
度
区
分
の
有
効
期
間
（
最
長
で
３

年
間
）
と
同
じ
で
す
が
、
居
宅
介
護

や
重
度
訪
問
介
護
な
ど
は
、
利
用
す

る
サ
ー
ビ
ス
量
が
比
較
的
短
期
間
に

変
わ
る
こ
と
か
ら
、
最
長
で
１
年
間

と
な
っ
て
い
ま
す
。

非該当 区分６区分５区分４区分３区分２区分１

67

介　
　
　

護　
　
　

給　
　
　

付

訓　

練　

等　

給　

付

（知的・精神）


